
雇用創出枠における雇用スキーム（イメージ図）

【雇用の要件を満たすケース】
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雇用の要件
・正社員での雇用契約
・労働保険等の加入
・融資実行後６ヶ月以
内に雇用し、雇用開始
後１年以上すること
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雇用状況報告(1)(2)【必要書類】
①常用従業員雇用状況報告書
②雇用保険被保険者資格取得確認通知
書の写し

③雇用契約書(又は労働条件通知書)の写し
④直近の労働保険概算･確定保険料申告
書の写し
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【雇用の要件を欠くケース】⇒条件変更

保証協会
報告

県 県 県
書の写し

⑤賃金台帳の写し（(2)の時）
⑥健康保険証(強制適用事業所の場合)
⑦卒業証明書等(新規学卒者雇用した
場合で(1)の時)
（②～④,⑥は(1)の時）
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これらのこれらのこれらのこれらの場合場合場合場合、、、、いずれもいずれもいずれもいずれも融資利率融資利率融資利率融資利率のののの条条条条
件件件件がががが変更変更変更変更されることとなるされることとなるされることとなるされることとなる。。。。
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労働保険等
未加入

要件を欠くに至った場合には要件欠格報告が
必要（速やかに是正しなければ条件変更）


